
船舶事故等調査報告書 

平成２７年７月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４横第１８０号 

事故等種類 乗揚（定置網） 

発生日時 平成２６年１２月６日 １６時１０分ごろ 

発生場所 神奈川県藤沢市江ノ島南東方沖 

 江ノ島灯台から真方位１１４°２.７海里付近 

 （概位 北緯３５°１６.８８′ 東経１３９°３１.７３′） 

事故等調査の経過 平成２６年１２月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（横

浜事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート Anniversary
ア ニ バ ー サ リ ー

、３０トン 

１３７１７１、株式会社大成住宅 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 プロペラ翼の曲損、船底に擦過傷 

定置網 垣網の破損及びワイヤの塗膜剝離等 

 事故等の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、知人（以下「同乗者」という。）

３人を乗せ、船長が操船して江ノ島南東方沖を東北東進中、船長が海

面上に浮いている定置網の浮きに至近で気付き、機関を停止したもの

の、平成２６年１２月６日１６時１０分ごろ、江ノ島南東方沖に設置

された定置網（以下「本件定置網」という。）に乗り揚げた。 

船長は、同乗者３人の安否及び本船の状況を確認し、機関を後進に

かけたが、本船が動かないので、神奈川県逗子市所在の所属マリーナ

（以下「本件マリーナ」という。）に連絡した。 

船長及び同乗者３人は、来援した本件マリーナの救助艇に救助さ

れ、本船は、７日、本件定置網の所有者手配の作業船により引き出さ

れた後、自力で本件マリーナへ帰った。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ３ 

海象：波向 南西、波高 約１.０～１.５ｍ 

日没時刻：１６時３０分ごろ 

 その他の事項 本船は、ＧＰＳプロッター及びレーダーを備えていた。 

船長は、本事故海域を２０回以上航行した経験を有し、本件定置網

の存在を知っており、事前にＧＰＳプロッターで航行予定海域を確認

していた。 

船長は、本事故当時、日没が迫っていて海面上が見えにくいと感じ

ていた。 

運輸安全委員会の報告書によれば、平成２０年以降、船舶が本件定



置網に接触した事例が、３件発生している。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、江ノ島南東方沖を東北東進中、船長が、日没が迫っていて

海面上が見えにくい状況下、見張りを適切に行っていなかったことか

ら、海面上に浮いている定置網の浮きに至近で気付き、機関を停止し

たものの、本件定置網に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、江ノ島南東方沖を東北東進中、船長が、日没が

迫っていて海面上が見えにくい状況下、見張りを適切に行っていなか

ったため、海面上に浮いている定置網の浮きに至近で気付き、機関を

停止したものの、本件定置網に乗り揚げたことにより発生したものと

考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・定置網設置区域に接近しないよう、注意して航行すること。 

・やむを得ず定置網設置区域の近くを航行するときは、日没前の視

界が明るい時間帯に航行することができるよう、時間に余裕を持

った航海計画を立てること。 

 


